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紹
介
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評

一
四
●
　
閑
N
魯
自
O
げ
①
H
鳩
　
卜
●
　
一
瑚
●
　
QQ
自
び
げ
①
り
一
即
β
伽
顎

　
O
O
日
目
R
臼
巴
円
影
葛
8
訪
O
塁

　
　
　
　
円
①
首
］
W
o
爵
bo
昌
q
8
●
一
謡
o
o
一
一
嵩
b
●

　ARロ　　　　　　

商Eブ
取サフ
　ザウ
　　1引ラカ
　　ン

論ド1
』
　　著

　
一
　
本
書
は
、
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
招
聰
教
授
と
し
て
今
年
來
日
さ
れ
た
米
國
ハ

ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
學
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
カ
ー
教
授
が
、
同
大
學
A
・
E
・
サ
ザ

ー
ラ
ン
ド
教
授
と
共
同
し
て
執
筆
さ
れ
た
米
國
に
お
け
る
商
取
引
に
關
す
る
過

去
籔
年
間
の
研
究
の
集
積
で
あ
り
、
一
九
五
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
前
記
爾
教

授
な
ら
び
に
b
①
詳
冨
目
男
≦
皆
8
図
教
授
と
の
共
著
に
よ
る
O
o
目
日
臼
－

鼠
鈴
醤
茸
撃
o
試
O
房
の
第
二
版
ω
①
8
疑
国
註
註
8
で
あ
る
。
「
大
學
の

冨
名
ω
9
0
9
に
お
い
て
、
費
買
、
澹
保
、
流
通
謹
券
等
の
研
究
に
つ
い
て

は
到
例
の
み
を
頼
つ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
實
務
や
制
定
法
を
も
十
分
に
勘
酌

し
て
到
例
自
艦
を
批
到
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ァ
州
に
お

け
る
統
一
商
法
典
q
艮
』
臼
膏
O
o
日
目
①
器
芭
O
a
①
の
探
用
は
こ
れ
に
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
　
（
九
四
四
）

唆
を
與
え
る
も
の
で
あ
る
」
（
剛
お
密
8
ε
昌
o
守
雪
①
鎌
寓
◎
昌
）
。
こ
の
意

圖
の
下
に
、
本
書
は
學
生
に
封
し
て
、
商
取
引
の
實
例
、
關
蓮
制
定
法
、
統
一

商
法
典
等
を
提
供
す
る
。
「
米
國
に
お
け
る
商
法
は
こ
こ
五
年
間
に
大
い
に
護

達
し
た
。
統
一
商
法
典
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
法
律
改
正
委
員
會
乞
Φ
名
K
o
罫

■
餌
毒
即
Φ
〈
邑
目
O
o
巨
謎
匹
o
β
で
嚴
密
に
再
考
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
委
員

會
の
推
せ
ん
が
米
國
法
律
協
會
舞
日
霞
ざ
弩
ピ
騨
名
富
菖
ε
器
や
統
一
州

法
委
員
會
2
9
一
8
毘
O
o
艮
段
臼
8
9
0
0
目
日
駐
呂
旨
Φ
お
目
q
且
－

騰
8
目
幹
9
0
b
即
毒
o
に
よ
つ
て
0
8
Φ
化
さ
れ
て
い
る
。
主
な
條
文
も
改

正
さ
れ
、
慣
重
な
審
議
の
後
、
マ
サ
チ
ュ
：
セ
ッ
ツ
州
と
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
と
が

改
正
案
通
り
こ
れ
を
探
用
し
、
夫
々
一
九
五
八
年
十
月
一
日
と
一
九
六
〇
年
七

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
」
（
■
お
詩
8
ε
浮
①
器
8
民

9
§
8
）
。
從
つ
て
、
本
書
は
第
一
版
よ
り
か
な
り
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
し
、

書
き
換
え
ら
れ
た
部
分
も
多
い
。
叉
法
典
の
攣
化
に
も
忠
實
に
從
つ
て
い
る
。

　
召
魯
β
U
8
は
新
車
を
買
つ
た
。
こ
の
表
現
は
極
め
て
分
り
易
い
が
、
そ

の
取
引
を
嚴
密
に
分
析
し
て
み
る
と
非
常
に
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
印

ち
、
O
臼
段
毘
蜜
o
ε
凄
會
肚
は
自
動
車
を
製
造
し
、
そ
れ
を
小
費
商
留
箪

臼
に
邊
つ
た
。
こ
の
積
出
し
は
O
Φ
β
臼
毘
鵠
9
0
崔
毎
8
Φ
宮
Ω
o
β
o
Φ
會
肚

の
資
金
を
も
つ
て
行
わ
れ
、
同
肚
は
澹
保
荷
物
保
管
謹
＃
q
魯
お
8
一
宮
に

よ
つ
て
自
動
車
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
た
。
留
包
臼
と
き
冨
U
8
は
條

件
付
費
買
契
約
書
8
鼠
一
試
8
母
鶏
8
8
β
艀
即
9
に
署
名
し
、
そ
の
契
約



書
を
Q
魯
臼
母
竃
0
8
誘
毎
8
8
富
昌
8
會
肚
に
譲
渡
し
た
。
同
祉
は
自
動

車
を
鉾
0
9
窓
8
曲
讐
よ
り
は
ず
し
、
留
巴
雪
は
自
動
車
を
む
げ
口
U
8

に
引
渡
し
た
。
取
得
代
金
は
、
運
賃
、
保
瞼
金
、
税
金
、
め
β
目
。
甘
映
9
胃
叩

霧
を
含
め
て
二
四
〇
〇
ド
ル
で
あ
つ
た
。
む
巨
U
8
は
そ
の
う
ち
二
一
〇

〇
ド
ル
を
頭
金
と
し
て
支
彿
い
、
残
り
は
一
年
の
月
賦
携
に
し
た
。
こ
の
よ
う

な
取
引
が
何
千
と
な
く
毎
週
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
取
引
に
は
夫
々
印

刷
さ
れ
た
契
約
書
を
必
要
と
す
る
。
ど
の
書
類
で
も
隅
々
迄
法
律
が
潜
ん
で
い

る
。
通
常
當
事
者
は
こ
の
法
律
に
つ
い
て
鹸
り
知
識
が
な
い
し
、
そ
の
b
碧
霞

薯
o
詩
を
輕
麗
し
が
ち
で
あ
る
が
、
一
且
契
約
書
が
不
完
全
で
あ
つ
た
り
、
誤
つ

て
使
わ
れ
る
と
法
律
家
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
甘
訂
a
器
寓
8
）
。

以
下
各
章
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
關
係
に
つ
い
て
ぢ
げ
目
U
8
が
主

役
と
な
り
舞
毫
は
展
開
す
る
。

　
二
　
本
書
の
構
成
は
、
捲
保
、
所
有
槽
の
譲
渡
、
金
鏡
、
小
切
手
、
小
切
手

の
取
立
、
商
法
獲
展
史
、
流
通
力
論
、
破
産
、
財
産
目
録
、
庫
入
と
積
出
、

保
瞼
の
十
一
章
と
制
定
法
並
び
に
附
録
の
統
一
商
法
典
か
ら
な
つ
て
い
る
が
、

本
書
が
學
生
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
た
め
か
　
（
q
艮
く
臼
臨
身
目
①
蓉
閃
8
犀

ω
Φ
は
Φ
の
）
そ
の
内
容
は
極
め
て
簡
易
で
あ
り
、
円
Φ
答
の
域
を
出
て
い
な
い
。

し
か
し
極
め
て
多
岐
に
亙
つ
て
い
る
、
商
取
引
に
關
す
る
纏
て
の
事
項
は
網
羅

さ
れ
て
お
り
か
か
る
彪
大
な
事
項
を
一
つ
に
纒
め
上
げ
た
功
績
は
多
大
な
も
の

が
あ
る
。
本
書
の
内
容
よ
り
主
な
も
の
を
摘
出
し
て
み
る
と
、
第
一
章
捲
保

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

≦
霞
β
β
寓
窃
で
は
過
失
と
詐
欺
Z
①
喰
黄
o
β
8
曽
9
浮
曽
鼠
　
明
示
の

推
保
国
図
胃
Φ
器
　
名
臼
冨
冒
菖
8
　
廣
告
　
鏡
薯
臼
館
器
臼
Φ
β
訂
　
黙
示
の

澹
保
H
目
覧
一
8
≦
即
畦
弩
菖
霧
　
特
定
の
目
的
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
黙

示
の
捲
保
H
目
三
富
匙
≦
暫
同
富
目
蔓
O
騰
電
詳
冒
Φ
駿
騰
9
即
ω
b
Φ
9
毘
℃
β
目
膣

忘
器
　
市
場
性
の
捲
保
名
胃
冨
β
蔓
亀
竃
霞
9
碧
＄
げ
罠
蔓
　
宿
屋
纏
管

者
の
食
物
の
捲
保
ぼ
ざ
8
霞
器
即
≦
卑
旨
琶
け
8
9
0
0
a
の
捲
保
契

約
の
當
事
者
勺
鼠
三
蔓
9
＜
蚕
睡
o
D
β
昌
澹
保
責
任
の
否
認
U
誘
9
母
目
①
議

9
ミ
胃
β
冒
ぞ
　
等
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
所
有
灌
の
譲
渡
勺
器
の
－

甘
㎎
9
艮
菖
①
で
は
、
善
意
取
得
閃
O
β
即
田
留
剛
霞
3
舘
雪
　
動
産
抵
當

9
暮
自
①
旨
8
黄
摺
緩
條
件
付
費
買
O
O
巳
註
8
毘
の
緯
霧
割
賦
販
費
の

規
制
幻
Φ
瞠
巨
鉾
6
目
o
協
言
9
毘
目
Φ
冒
け
ω
毘
霧
等
極
め
て
示
唆
に
富
む
諸

間
題
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
金
鏡
寓
8
昌
で
は
、
銀
行
預
金
ω
胃
犀

U
①
宕
匹
訂
等
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
第
四
章
小
切
手
O
げ
Φ
魯
で
は
、
裏
書

ぼ
3
諾
Φ
臼
Φ
暮
爲
造
蜀
O
彊
Φ
昌
振
出
人
の
責
任
目
菩
皆
ぞ
9
U
蜜
頬

霞
　
等
が
解
読
さ
れ
て
お
り
、
特
に
小
切
手
の
種
々
の
勾
8
e
が
例
示
さ

れ
て
い
る
。
第
五
章
小
切
手
の
取
立
O
o
ロ
8
試
o
β
9
0
冨
o
冴
で
は
、
預

金
通
帳
U
書
o
匹
訂
曽
甘
の
　
手
形
交
換
所
9
Φ
胃
日
騎
国
讐
器
　
有
効
日

臣
く
豊
冨
巨
①
U
暮
Φ
　
銀
行
取
立
法
国
弩
犀
O
o
一
一
①
o
試
o
冒
0
9
①
　
等
實
務

上
の
問
題
も
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
六
章
商
法
獲
展
史
ご
Φ
〈
9
8
9
Φ
昌

9
（
）
O
営
白
理
鼠
毘
■
ゆ
巧
で
は
、
商
慣
習
法
b
即
毛
鼠
簿
魯
嘗
け
　
爲
替
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
（
九
四
五
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

形
法
な
ら
び
に
線
引
小
切
手
法
霞
房
躍
国
さ
冨
目
鳴
Φ
鏡
o
黛
O
N
o
駿
9

0
富
君
Φ
の
　
流
通
謹
券
法
2
①
讐
菖
魯
ざ
目
冨
普
q
g
①
β
宏
■
国
巧
　
費
買
法

ω
毘
緩
》
g
　
統
一
商
法
典
q
且
協
3
唐
o
o
唐
日
g
9
毘
O
＆
Φ
　
等
が
要
領

よ
く
解
読
さ
れ
て
お
り
、
米
英
に
お
げ
る
商
法
襲
展
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
知
る

の
に
恰
好
の
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。
第
七
章
流
通
力
論
O
o
暑
暑
Φ
目
霧

9
Z
轟
O
菖
ぎ
島
釘
で
は
、
正
當
所
持
自
O
匡
甘
㎎
甘
U
5
0
0
自
器

の
概
念
　
有
償
性
く
包
話
　
善
意
0
8
昏
閂
虫
島
約
因
O
o
塁
置
①
醤
菖
8

等
我
國
の
有
贋
謹
雰
理
論
と
封
比
し
て
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
を
集
め
て
い

る
。
第
八
章
破
渥
国
o
D
β
ぼ
自
官
畠
で
は
、
先
取
特
槽
と
動
産
質
＝
①
β
o
o
β
儀

国
＄
鴨
　
和
議
O
o
目
b
8
§
o
塁
　
支
梯
不
能
一
塁
o
オ
Φ
β
畠
　
優
先
権

寄
亀
Φ
お
暮
霧
　
破
壼
に
お
け
る
冤
責
ご
鼠
9
胃
囎
百
ω
冒
胃
目
茗
身

等
を
取
扱
つ
て
い
る
。
第
九
章
財
産
目
録
ぼ
ε
暮
o
昌
と
一
冨
男
3
8
Φ
房

器
ω
①
自
艮
釘
で
は
、
委
託
販
費
O
O
塁
一
窟
Φ
暑
　
倉
庫
販
費
田
O
＝

名
鷲
9
0
房
甘
瞬
　
捲
保
荷
物
保
管
謹
円
岩
警
閃
Φ
8
甘
け
　
問
屋
の
先
取
特

樺
男
曽
9
日
”
の
崔
臼
等
に
つ
い
て
読
明
し
て
い
る
。
第
十
章
庫
入
と
積
出

幹
o
冨
瞬
Φ
弩
q
ω
圧
b
日
Φ
暮
で
は
、
信
用
期
間
段
＆
容
円
Φ
琶
の
　
倉
庫

謹
雰
譲
胃
魯
2
器
閃
①
8
甘
け
　
船
荷
謹
券
卑
房
9
ピ
豊
甘
㎎
　
信
用
状

冒
Φ
詳
Φ
遷
亀
9
8
詳
　
等
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
第
十
一
章
保
陰

一
9
旨
Ω
o
β
8
で
は
、
そ
の
男
〇
一
一
昌
騰
自
菖
等
が
豊
富
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
各
章
の
終
り
に
は
そ
れ
ぞ
れ
　
ω
琶
目
騨
昌
　
と
参
考
文
献
　
切
ぎ
午

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
九
四
六
）

o
賢
昌
ξ
が
附
加
さ
れ
て
い
て
讃
者
の
便
宜
を
圖
つ
て
い
る
。
制
定
法
と
し

て
は
流
通
謹
券
法
乞
Φ
㎎
o
寓
暫
げ
一
①
庁
の
珪
0
9
Φ
β
鍍
戸
四
毒
を
始
め
と
し
て
統

一
費
買
法
q
巳
馬
a
目
の
箪
窪
》
9
　
統
一
條
件
付
費
買
法
q
艮
騰
日
目

O
o
琶
註
目
毘
ω
毘
窃
》
9
統
一
捲
保
荷
物
保
管
謹
法
q
且
協
日
目
円
旨
魯

勾
⑦
8
甘
δ
卜
9
等
、
商
取
引
に
關
す
る
法
が
十
五
種
目
掲
載
さ
れ
て
い
る
が

こ
れ
ら
は
條
文
の
羅
列
の
み
で
解
説
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
特
筆

す
べ
ぎ
は
附
録
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
統
一
商
法
典
な
ら
び
に
そ
の
解
読

O
o
ヨ
日
Φ
ロ
駐
で
あ
る
。
延
々
七
一
一
頁
に
及
ぶ
こ
の
附
録
委
薯
Φ
民
詩
は
、

頁
籔
に
お
い
て
も
（
本
文
は
四
〇
六
頁
）
、
ま
た
内
容
に
お
い
て
も
、
遙
か
に

本
文
を
凌
駕
し
て
い
る
。
統
一
商
法
典
q
且
協
8
目
O
O
目
日
霞
9
毘
O
a
Φ

の
解
読
は
、
以
前
の
制
定
法
男
昌
8
q
β
罵
8
日
ω
富
ε
8
昌
諄
O
≦
a
O
μ

改
正
O
鍔
β
㎎
2
改
正
の
目
的
男
舞
宕
器
9
0
冨
β
㎎
Φ
9
9
0
の
の
菊
錬
Φ
》

①
β
8
9
0
魯
艮
試
8
毘
9
0
器
図
霞
臼
Φ
慕
Φ
の
に
分
け
て
読
明
し
て
あ
り
、

微
に
入
り
細
に
入
る
そ
の
O
o
目
目
臼
駐
に
は
統
一
商
法
典
起
草
委
員
會
で

第
二
編
（
費
買
）
、
お
よ
び
第
七
編
（
倉
庫
讃
券
船
荷
謹
雰
お
よ
び
そ
の
他
物
品

讃
券
）
の
委
員
長
を
務
め
ら
れ
た
著
者
ブ
ラ
ウ
カ
ー
教
授
の
眞
贋
が
飴
す
所
な

く
稜
揮
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
三
　
以
上
に
お
い
て
本
書
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
し
た
が
、
次
に
彼
我
封
照

し
て
興
味
あ
る
若
干
の
問
題
を
摘
示
し
て
み
よ
う
。

　
L
　
捲
保
≦
曽
⇒
琶
蔓
の
問
題



　
ミ
曽
肖
璋
昌
と
は
費
主
が
推
保
し
た
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
日
本
法
で
い
え
ば
費
主
の
蝦
疵
澹
保
責
任
の
問
題
に
ほ
ぼ
該
當
す
る
と

い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
日
本
法
の
環
疵
捲
保
責
任
と
は
考
え
方
の
基
底
に

お
い
て
相
営
隔
た
り
が
あ
る
。
暇
疵
捲
保
責
任
は
費
主
と
買
主
と
の
公
李
を
圖

る
た
め
の
法
定
責
任
と
さ
れ
て
い
る
が
、
≦
胃
冨
ロ
昌
は
費
主
の
捲
保
の
意

思
に
基
い
て
認
め
ら
れ
る
責
任
で
あ
る
（
や
ω
）
。
ミ
㊧
肖
目
蔓
は
明
示
的

国
昌
器
鴇
に
も
獣
示
的
巨
営
一
8
に
も
認
め
ら
れ
る
。
国
図
冥
霧
o
駐
ミ
暫
旨
9
0
β
，

昌
は
言
語
に
よ
る
明
示
の
≦
胃
β
ロ
昌
で
あ
り
、
H
日
営
一
8
≦
曽
昌
oo
β
，

昌
は
行
爲
に
よ
る
黙
示
の
≦
塑
昌
習
釘
で
あ
る
。
今
日
で
は
国
図
胃
Φ
器

ミ
ゆ
巨
9
0
β
ぞ
の
範
園
は
協
大
さ
れ
、
品
書
き
に
よ
る
費
買
o。
毘
霧
げ
唄
q
霧
o
昌
マ

試
書
9
鵬
8
留
と
見
本
に
よ
る
費
買
舞
一
霧
び
唄
¢
弩
牲
o
が
国
図
肩
o
器

≦
騨
旨
Ω
D
β
身
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
（
題
●
や
。
）
。
ま
た
H
日
営
一
＄

≦
即
昌
習
昌
　
に
は
特
別
の
目
的
へ
の
適
合
性
津
8
器
協
8
餌
昌
⑦
9
鈴

b
霞
言
器
に
よ
る
も
の
と
商
品
性
日
Φ
器
冨
旨
ぎ
ま
昌
に
よ
る
も
の
と
の

二
種
が
あ
る
。
廣
告
卜
薯
臼
9
器
旨
Φ
暮
の
に
よ
る
捲
保
責
任
に
つ
い
て
は
、

フ
ォ
ー
ド
自
動
車
會
肚
の
保
謹
付
車
窓
ガ
ラ
ス
の
場
合
の
事
件
を
例
に
上
げ
て

い
る
が
、
「
最
も
激
し
い
衝
撃
に
よ
つ
て
も
飛
ん
だ
り
砕
け
た
り
し
な
い
」
と

い
う
が
如
き
詳
細
な
廣
告
文
字
に
つ
い
て
は
自
動
車
會
肚
に
捲
保
責
任
を
認
め

て
い
る
が
、
類
似
の
事
件
で
、
「
現
在
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
範
園
で
最
大
の

保
護
苗
Φ
鴨
Φ
讐
薯
飢
一
ぎ
ざ
冥
9
①
9
δ
ロ
を
與
え
る
」
と
書
い
て
あ
る

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

場
合
に
は
ガ
ラ
ス
製
造
業
者
に
捲
保
責
任
は
な
い
と
い
う
判
例
を
掲
け
て
い
る

（
や
O
）
。

　
日
本
法
で
は
蝦
疵
捲
保
責
任
は
任
意
規
定
で
あ
つ
て
特
約
に
よ
り
冤
責
さ
れ

る
が
、
費
主
が
暇
疵
を
知
り
な
が
ら
買
主
に
告
げ
な
か
つ
た
時
は
た
と
え
冤
責

條
項
が
あ
つ
て
も
冤
責
さ
れ
え
な
い
（
民
法
五
七
二
條
）
。
こ
れ
に
封
し
米
國
法

の
≦
即
目
弩
な
の
責
任
は
契
約
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
十
分
な
言
語
9
Φ
舘

Φ
β
8
騎
げ
一
9
0
β
騎
轟
鴨
を
使
用
し
た
冤
責
條
項
＆
鶏
訂
ぎ
段
9
器
8
を
設

け
る
こ
と
に
よ
つ
て
排
除
し
う
る
（
b
層
け
－
嵩
）
（
統
一
商
法
典
d
巳
協
自
日

O
o
日
旨
霞
9
亀
O
a
Φ
ー
以
下
d
●
O
●
9
と
略
す
ー
図
ー
o
。
一
〇
参
照
）
。
澹
保

責
任
の
効
果
に
つ
い
て
、
日
本
法
で
は
代
金
減
額
、
契
約
解
除
、
損
害
賠
償
の

講
求
（
民
法
五
六
三
條
以
下
参
照
）
で
あ
る
が
、
米
國
の
名
即
胃
琶
釘
の
場

合
、
買
主
は
統
一
費
買
法
に
よ
る
と
次
の
四
つ
の
う
ち
か
ら
選
揮
す
る
こ
と
が

出
來
る
。
印
ち
①
目
的
物
を
受
領
し
て
、
代
金
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
、
ω
目

的
物
を
受
領
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
、
⑧
目
的
物
の
所
有
権
が
移

韓
す
る
前
で
あ
れ
ば
、
受
領
を
拒
否
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
、
㈲
契
約

の
解
除
を
し
て
受
領
を
拒
否
す
る
か
、
ま
た
は
受
領
後
は
目
的
物
の
返
邊
も
し

く
は
返
邊
の
提
供
を
す
る
こ
と
（
や
。
。
に
。
q
艮
皆
巨
ω
毘
霧
臣
9
①
。
即
o
－

目
Φ
島
霧
騰
9
国
お
舘
げ
9
≦
胃
H
鍔
昌
（
ご
）
で
あ
る
。
買
主
が
契
約
解

除
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
統
一
費
買
法
に
よ
る
と
損
害
賠
償
の
講
求
を
な
し
得

な
い
が
、
一
；
ー
ヨ
ー
ク
州
の
一
九
四
一
年
の
法
が
こ
れ
を
改
正
し
爾
者
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
九
四
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
誇

使
で
き
る
こ
と
と
し
q
．
ρ
ρ
が
こ
れ
を
探
用
し
た
（
q
・
O
・
O
●
爬
馳
8
。
。

O
O
目
9
0
暮
（
一
）
q
・
ρ
ρ
甲
認
一
）
。
米
國
法
で
は
買
主
は
目
的
物
を
受
領

し
た
後
で
も
捲
保
責
任
を
追
及
で
き
る
が
、
推
保
蓮
反
を
知
り
叉
は
知
る
べ
か

り
し
時
以
後
相
當
な
期
間
内
に
澹
保
違
反
の
あ
る
こ
と
を
費
主
に
通
知
し
な
い

と
、
費
主
は
責
任
を
免
れ
る
（
q
・
ρ
P
㌣
8
δ
。
こ
れ
に
封
し
日
本
法
で

は
、
一
年
間
の
除
斥
期
間
（
民
法
五
六
六
條
三
項
）
以
外
に
こ
の
よ
う
な
規
定

は
な
い
が
、
商
法
五
二
六
條
で
は
こ
れ
に
似
た
よ
5
な
嚴
格
な
要
件
を
商
人
間

の
費
買
に
關
し
て
定
め
て
い
る
。

　
乳
　
善
意
取
得
（
切
8
騨
国
留
男
肖
魯
舘
霞
）
の
問
題

　
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
善
意
取
得
の
要
件
は
①
取
得
似
有
償
⑧
善
意
ω
暇
疵
を

知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
（
箸
●
曽
歯
。
。
）
。
こ
れ
に
封
し
、
日
本
法
で
は
有
償
無

償
は
間
題
と
さ
れ
て
い
な
い
（
民
法
一
九
二
條
参
照
）
。
日
本
法
に
お
け
る
〃
善

意
”
と
は
蝦
疵
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
“
善
意
”

は
、
商
人
の
場
合
に
は
、
“
取
引
に
お
け
る
公
正
な
取
引
方
法
に
つ
い
て
の
合

理
的
な
商
業
規
準
の
蓮
守
を
含
む
”
と
さ
れ
る
（
b
』
。
。
●
q
。
ρ
ρ
㌣
一
8

（
一
）
）
。
知
る
こ
と
な
く
（
＆
欝
o
暮
8
試
8
）
と
い
う
言
葉
は
時
折
省
略
さ

れ
る
。
そ
れ
は
“
善
意
μ
（
甘
㎎
8
画
騰
母
昏
）
以
上
の
事
を
意
味
す
る
こ
と

も
あ
る
し
、
意
味
し
な
い
事
も
あ
る
（
や
器
）
。

　
正
當
な
所
持
人
（
自
o
猛
臼
日
∪
き
9
霞
8
）
と
は
㈱
有
償
で
㈲
善
意

で
㈲
漏
期
を
輕
過
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
支
携
を
拒
絶
さ
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
九
四
八
）

の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
何
人
か
ら
か
そ
の
護
券
に
封
し
て
主
張
で
き
る
抗
辮

や
槽
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
讃
雰
を
取
得
す
る
所
持
人
を
い
う

（
q
・
ρ
ρ
㌣
8
曳
一
）
）
。
お
よ
そ
所
持
人
が
流
通
謹
券
の
「
正
當
所
持
人
」

で
あ
る
限
り
、
謹
券
の
所
持
を
失
つ
た
も
の
か
ら
所
持
人
に
封
し
て
の
返
選
請

求
O
昼
巨
で
あ
る
と
謹
券
の
債
務
者
か
ら
所
持
人
に
封
す
る
抗
辮
の
主
張

畠
9
臼
8
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
権
利
主
張
ま
た
は
抗
辮
は
切
断
さ

れ
る
（
q
・
ρ
ρ
。
。
山
象
）
。
日
本
法
で
は
人
的
抗
辮
の
法
理
（
手
形
法
一
七

條
滲
照
）
と
善
意
取
得
の
法
理
（
同
法
一
六
條
二
項
参
照
）
と
を
明
確
に
旺
別

し
、
前
者
に
お
い
て
は
人
的
抗
辮
を
所
持
人
に
封
抗
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て

所
持
人
が
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
つ
て
手
形
を
取
得
し
た
こ
と
を
要
求
し

（
同
法
一
七
條
但
書
）
、
後
者
に
お
い
て
は
所
持
人
の
「
悪
意
叉
は
重
大
な
る
過

失
」
を
も
つ
て
善
意
取
得
を
妨
げ
る
要
件
と
し
て
い
る
。
日
本
法
に
お
け
る
こ

の
「
害
意
」
と
「
悪
意
重
過
失
」
の
如
き
主
観
的
要
件
の
差
別
は
米
國
法
に
は
存

在
し
な
い
。
q
●
O
●
ρ
。。
山
2
（
一
）
－
（
o
o
）
に
列
學
す
る
事
實
が
あ
れ
ば
悪
意

が
當
然
に
擬
制
さ
れ
る
と
し
且
つ
所
持
人
が
満
期
経
過
、
支
梯
拒
絶
に
つ
い
て

悪
意
が
あ
れ
ば
、
善
意
取
得
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
が
、
日
本
法
で
は
悪
意
に

つ
い
て
か
く
の
如
き
客
観
的
基
準
は
存
在
せ
ず
、
d
・
ρ
O
』
山
忠
（
一
Y
（
o
o
）

に
列
學
さ
れ
て
い
る
が
如
き
事
實
は
箪
に
悪
意
叉
は
重
過
失
を
一
鷹
推
定
さ
せ

る
事
實
に
と
ど
ま
り
反
謹
に
よ
つ
て
こ
れ
を
覆
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま

た
日
本
法
に
お
い
て
は
、
期
限
後
裏
書
の
場
合
は
善
意
取
得
は
認
め
ら
れ
な
い
。



　
a
　
爲
造
裏
書
男
曾
瞬
①
匙
H
冒
儀
9
0
Φ
巨
Φ
β
訂
の
間
題

　
米
國
法
で
は
q
．
ρ
（
U
』
よ
2
以
下
に
明
文
の
規
定
を
設
け
無
灌
代
理
と

爲
造
を
一
般
に
無
罐
限
署
名
‘
β
費
暮
宮
二
N
8
¢
蔭
冒
曽
言
3
の
と
し
て
爾
者
に

共
通
の
法
理
を
適
用
し
て
い
る
（
q
・
ρ
ρ
Y
8
一
参
照
）
。
こ
れ
に
封
し
、

日
本
法
で
は
爲
造
と
無
僅
代
理
と
は
異
つ
た
法
理
を
適
用
し
て
い
る
。
米
國
法

で
は
爲
造
裏
書
は
そ
れ
自
艦
無
効
で
あ
り
、
爲
造
裏
書
が
途
中
に
介
入
す
れ
ば

善
意
取
得
も
成
立
せ
ず
、
一
方
支
携
人
も
善
意
支
梯
の
保
護
を
う
け
ら
れ
な

い
。
も
つ
と
も
名
義
上
の
受
取
人
が
眞
の
灌
利
者
で
な
い
若
干
の
場
合
に
そ
の

受
取
人
名
義
を
冒
用
し
て
な
さ
れ
た
爲
浩
裏
書
に
つ
い
て
は
例
外
規
定
を
設
け

て
（
q
・
ρ
ρ
。
。
よ
ま
）
該
爲
造
裏
書
を
有
効
な
ら
し
め
て
い
る
。
こ
れ
に
封

し
て
日
本
法
で
は
、
浦
期
に
お
い
て
支
梯
を
な
す
者
は
裏
書
の
蓮
績
の
整
否
を

調
査
す
れ
ば
、
悪
意
叉
は
重
過
失
な
く
し
て
支
彿
を
な
す
以
上
た
と
え
爲
造
裏

書
が
介
入
し
て
い
て
も
支
梯
は
有
効
と
さ
れ
る
（
手
形
法
四
〇
條
三
項
）
。
形
式

上
受
取
人
の
裏
書
署
名
が
あ
つ
て
も
、
こ
れ
が
爲
造
で
あ
る
時
は
受
取
人
の
署

名
と
し
て
は
原
則
的
に
無
効
で
あ
る
こ
と
は
彼
我
隔
國
に
相
違
は
な
い
。
た
だ

米
國
法
で
は
G
D
被
爲
造
者
が
追
認
を
な
し
た
場
合
（
q
。
ρ
O
』
－
ε
会
諺
、

似
禁
反
言
霧
ε
題
9
の
法
理
が
認
め
ら
れ
る
場
合
（
q
●
O
・
O
』
－
合
出
一
）
）
、

⑧
被
爲
造
者
が
實
質
的
権
利
者
で
な
い
若
干
の
場
合
（
q
・
ρ
9
ω
ム
臼
）
に

は
爲
造
裏
書
が
被
、
儒
造
者
の
裏
書
と
し
て
有
効
に
な
る
こ
と
が
法
定
さ
れ
て
い

る
。
日
本
法
に
お
い
て
、
爲
造
の
場
合
に
も
無
権
代
理
に
準
じ
て
追
認
を
認
め

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

よ
う
と
す
る
學
説
が
勢
力
を
擬
げ
つ
つ
あ
る
今
日
、
こ
の
O
●
O
。
O
．
㌣
蒔
9

（
哩
の
規
定
は
比
較
法
的
に
興
味
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
立
論
に
際
し
て
極
め
て
示

唆
に
富
む
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
生
　
紛
失
、
盗
難
株
雰
b
o
9
習
儀
ω
8
一
曾
曽
霞
霧
を
巡
る
間
題

　
q
・
ρ
ρ
の
下
で
は
、
株
主
が
株
券
の
紛
失
・
盗
難
を
理
由
に
新
株
雰
の

獲
行
を
求
め
た
時
は
、
稜
行
會
杜
は
請
求
前
に
そ
れ
が
善
意
取
得
さ
れ
た
事
情

を
知
ら
な
い
限
り
、
株
主
が
會
吐
に
封
し
充
分
な
損
害
賠
償
謹
書
日
留
巳
艮
な

ぎ巳

を
提
出
し
、
そ
の
他
襲
行
會
肚
の
求
め
る
合
理
的
な
要
件
を
充
た
す
な

ら
ば
、
會
吐
は
當
該
株
主
に
封
し
讐
株
雰
に
代
え
新
株
雰
を
獲
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
q
●
ρ
9
0。
－
さ
父
凶
）
）
。
但
し
、
株
券
の
紛
失
、
盗
難
の
場
合
に
、

株
券
所
有
者
が
こ
れ
を
知
つ
て
か
ら
相
當
の
期
間
内
に
そ
の
事
實
を
會
杜
に
通

知
せ
ず
、
會
肚
が
か
か
る
通
知
を
受
取
る
以
前
に
、
株
雰
の
名
義
書
換
を
な
し

て
し
ま
う
と
、
株
券
所
有
者
は
禁
反
言
の
法
理
に
よ
つ
て
登
行
會
甦
に
封
し
不

當
な
名
義
書
換
に
よ
る
責
任
を
求
め
た
り
、
新
株
雰
の
護
行
を
求
め
る
灌
利
を

主
張
す
る
こ
と
が
出
來
な
く
な
る
（
q
。
ρ
ρ
。
。
ム
O
又
一
）
）
。
新
株
雰
獲
行
後
に

奮
株
券
の
善
意
取
得
者
が
會
吐
に
名
義
書
換
を
請
求
し
た
場
合
は
、
會
肚
は
名

義
書
換
を
受
付
け
る
義
務
が
あ
り
、
新
株
雰
が
善
意
取
得
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、

新
株
雰
を
同
牧
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
新
株
雰
、
奮
株
券
爾
者
が
善
意
取
得
さ

れ
た
時
は
超
過
護
行
に
な
ら
な
い
限
り
双
方
有
効
で
あ
る
。
超
過
議
行
者
の
責

任
は
q
．
O
。
○
●
G
。
山
宝
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
（
q
●
O
・
ρ
。
。
－
さ
只
G
o
）
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
九
四
九
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

こ
れ
に
封
し
、
日
本
法
で
は
除
櫻
判
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
株
券
の
再
襲
行
は
認

め
ら
れ
な
い
（
商
法
二
三
〇
條
二
項
参
照
）
。

　
義
　
割
賦
販
費
の
規
制
國
罐
だ
冨
寓
8
9
勾
Φ
富
一
＝
甥
畠
冒
①
暮
ω
巴
霧
●

　
米
國
で
は
、
第
一
次
世
界
大
職
後
割
賦
販
費
、
特
に
自
動
車
の
割
賦
販
費
が

壇
加
し
、
今
日
そ
の
販
費
総
額
は
二
三
〇
億
ド
ル
に
も
及
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

か
く
の
如
き
割
賦
販
費
の
稜
展
に
封
鷹
し
て
、
既
に
一
九
叫
八
年
に
統
一
州
法

委
員
會
が
、
統
一
條
件
付
費
買
法
q
且
協
8
目
O
曾
島
菖
8
9
ω
亀
霧
卜
9
を

探
澤
し
、
多
籔
の
州
に
お
い
て
そ
の
全
部
叉
は
一
部
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
後

一
九
三
五
年
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
が
割
賦
販
費
規
制
法
閃
Φ
冨
自
巨
雷
巨
Φ
暮

oo

包
窃
訪
9
を
制
定
施
行
し
た
（
や
誘
）
。
そ
し
て
一
九
五
一
年
に
は
聯
邦

取
引
委
員
會
岡
9
霞
毘
円
目
毘
Φ
O
o
膏
目
一
総
♂
β
は
自
動
車
の
費
買
お
よ
び

そ
の
割
賦
扱
い
に
關
す
る
取
引
方
法
會
議
規
則
甲
毘
Φ
甲
8
試
8
0
8
密
撃

①
g
Φ
國
巨
窃
国
Φ
冨
一
一
且
㎎
ε
畠
Φ
留
一
〇
Ω
o
自
侮
躍
β
o
o
β
o
百
の
9
冒
o
ε
吋

＜
①
岳
9
窃
を
護
行
し
た
。
一
九
五
六
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
販
費
金
融
會

肚
の
管
業
を
許
可
し
、
規
制
す
る
法
律
と
別
個
の
冒
9
8
＜
Φ
匡
9
①
即
9
毘

一
9
富
巨
o
暑
ω
毘
窃
跨
9
を
制
定
し
た
。
こ
の
間
、
一
九
四
一
年
か
ら
一
九

五
二
年
に
わ
た
る
間
、
国
8
霞
包
菊
Φ
器
署
o
菊
濃
巨
麟
“
δ
冒
白
が
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ソ
の
防
止
の
た
め
に
頭
金
の
限
度
お
よ
び
潰
費
者
信
用
期
間
の
最
高

限
度
を
規
制
し
た
。
一
九
五
七
年
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
自
動
車
以
外
の

物
品
を
8
く
段
す
る
國
①
富
陣
＝
島
雷
ぼ
①
9
ω
箪
霧
跨
9
を
通
過
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
九
五
〇
）

こ
の
法
律
は
同
州
の
自
動
車
割
賦
販
責
法
に
よ
く
類
似
し
て
お
り
、
他
州
に
お

け
る
立
法
の
典
型
と
考
え
ら
れ
る
（
箸
』
㌣
鰹
）
。
こ
れ
ら
の
割
賦
販
費
の
規

制
法
規
は
、
割
賦
販
費
の
文
書
に
よ
る
明
示
、
契
約
書
の
買
主
へ
の
交
付
、
割

賦
扱
手
歎
料
凱
β
目
8
魯
胃
鴨
の
制
限
、
販
責
業
者
の
冤
許
制
等
を
そ
の
内

容
と
し
て
い
る
。

　
我
國
に
お
い
て
も
、
近
年
盛
ん
に
割
賦
販
費
が
行
わ
れ
、
消
費
者
保
護
の
面

か
ら
も
割
賦
販
費
の
規
制
法
規
の
定
立
が
望
ま
れ
て
い
る
今
日
、
か
く
の
如
き

米
國
の
割
賦
販
費
に
關
す
る
諸
規
制
法
規
は
多
く
の
o。
ロ
磯
晩
Φ
¢
寓
o
冒
を
與
え

て
い
る
。

　
な
お
本
書
に
關
蓮
せ
る
諸
到
例
は
、
同
時
に
刊
行
さ
れ
た
界
国
β
q
魯
曾

ー
》
。
国
●
oo
口
畠
R
一
〇
〇
β
山
脚
O
o
旨
B
①
器
冨
一
日
目
婁
器
菖
o
屋
O
器
Φ
】
W
o
o
F

爬
巳
9
」
3
。
。
も
や
旨
昭
に
詳
細
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
書
と
の
併
讃
を

お
奨
め
す
る
。

　
　
追
記
　
本
書
な
ら
び
に
前
記
O
霧
Φ
国
8
犀
を
中
心
に
、
去
る
三
月
上
旬

　
よ
り
約
一
ヵ
月
間
、
ブ
ラ
ウ
カ
ー
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
中
央
大
學
で
開
催
さ
れ
、

　
著
者
ブ
ラ
ウ
カ
！
教
授
を
園
ん
で
、
民
法
・
商
法
を
中
心
に
種
々
討
議
が
行

　
わ
れ
、
極
め
て
有
意
義
な
比
較
法
的
成
果
を
あ
げ
た
。
日
本
側
か
ら
は
、
中

　
大
・
京
大
・
早
大
・
東
大
お
よ
び
慶
慮
の
五
大
學
と
司
法
研
修
所
が
参
加
し

　
た
。
本
書
誇
作
成
に
當
つ
て
は
こ
れ
ら
参
加
校
の
呂
9
昌
も
参
考
に
さ
せ

　
て
頂
い
た
。
な
お
、
本
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
概
要
は
綜
合
法
學
五
月
號
七
八
頁
に

　
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
阪
埜
光
男
）


